
豊中市指定管理者制度連絡会議設置要綱 

（設置） 

第１条 指定管理者制度の適正かつ効率的な運用について，関係課等が適切かつ円滑な対応

を行うために，関係課等との連絡や調整を図ることを目的に指定管理者制度連絡会議（以

下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

(１) 指定管理者制度の運用に係る連絡及び調整に関すること。 

(２) 指定管理者制度に係る調査及び検討に関すること。 

(３) その他前条に掲げる目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は，議長及び委員で組織する。 

２ 議長は，都市経営部経営戦略課長の職にある者をもって充てる。 

３ 議長に事故があるときは，会議の委員のうち議長があらかじめ指定する者がその職務を

代理する。 

４ 会議の委員は，別表に定める課等の長又はその長が指名した者で構成する。 

（会議） 

第４条 会議は，議長が招集する。 

２ 委員が出席できないときは，当該委員の指名する者が代理として出席することができる。 

３ 議長は，その任務を遂行するため，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，

その説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は，都市経営部経営戦略課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，議長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２５年４月１日から実施する。 

１ この要綱は，平成２７年４月１日から実施する。 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

１ この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

１ この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

１ この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

 

別 表 

部局等 課等 

市民協働部 人権政策課 

都市活力部 魅力文化創造課、スポーツ振興課 

環境部 ゼロカーボンシティ推進課 

福祉部 地域共生課、長寿社会政策課 



健康医療部 保健安全課 

こども未来部 子育て給付課 

都市計画推進部 住宅課 

教育委員会 社会教育課 

 


